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８. ４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

〔１〕 公共交通機関の利便性の増進及び特定事業の推進の必要性 

現状分析 

・中心市街地には 4 路線が乗り入れる JR 姫路駅、山陽電鉄姫路駅や、神姫バス、市

営バスのターミナルがあり、公共交通機関の利便性は高いが、JR 姫路駅、山陽電鉄

姫路駅における鉄道乗車人数はともに漸減傾向にあり、特に山陽電鉄姫路駅は平成

10 年から平成 19 年までの間で約 3／4 まで大きく落ち込んでいる。 

・一方、平成 18 年播磨都心圏パーソントリップ調査によると、都心・中心市街地の

代表交通手段分担率における自動車分担率は、市内他地域より低いものの 43%とな

っており、自動車への依存度が高いが、中心市街地内の主要道路における自動車交

通量は漸減傾向にあり、平成 8 年度と平成 20 年度を比較すると大手前通りの主要 2

交差点（大手前交差点、白銀交差点）平均で約 8,000 台／日程度減少している。 

・駐車場については、平成 20 年度調査では中心市街地内に 166 箇所、収容台数 8,271

台（一時預り）が整備されている。 

 

公共交通機関の利便性の増進及び特定事業の必要性 

 これらの現状を踏まえた公共交通機関の利便性の増進及び特定事業の必要性は、以

下のとおりである。 

・中心市街地により多くの人々が訪れ、回遊し、長時間滞在できるような取組が必

要である。このため、環境問題への対応も見据え、中心市街地では徒歩と公共交

通を中心とした、快適に移動できるまちづくりを目指し、公共交通の利便性向上

や自転車の利用環境の充実を図り、訪れやすく、移動しやすい環境整備を進めて

いく必要がある。 

・あわせて、姫路城大天守保存修理をはじめ、外国人観光客への対応など、国際観

光都市にふさわしいまちづくりを進めていく必要がある。 

 

フォローアップの考え方 

基本計画が認定された 2 年後以降の毎年度末に、基本計画に位置付けた事業の進捗

調査を行い、目標指標への効果を確認し、状況に応じて事業の促進などの改善措置を

講じる。 
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〔２〕 具体的事業の内容 

 

（１）法に定める特別の措置に関連する事業 

該当なし 

 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の 

内容及び 

実施時期 

その他 

の事項 

キャスティ 21 エントラン

スゾーン整備事業（駅前広

場整備事業）（再掲） 

【内容】 

姫路駅北駅前広場の拡

張整備（サンクンガーデ

ン整備、交通結節点機能

向上（地下街改修、歩行

者デッキ・眺望デッキ

等・情報発信施設・観光

案内情報板等整備） 

他） 

北駅前広場面積：約1.6ha 

【実施時期】 

H18～H26 

姫路市 播磨の中核都市・姫路の玄関口にあたる

エントランスゾーンは、まちの顔として、

姫路への来訪者に第一印象を与える重要

な地区であり、市民も、都心部に来たとい

うときめきと憩いを期待する地区である。 

このため、国内外から多くの人が訪れる

都市の玄関口にふさわしく、高質で利便性

が高く、ゆとりとうるおいにあふれたにぎ

わいのある駅前空間とするため、姫路駅北

駅前広場を現在の 2.5 倍（6,400 ㎡→16,100

㎡）に拡張整備する。人が集い、憩い、ま

た、イベントなどができるにぎわいの空間

として、現在の駅ビル撤去後の地下空間を

活用し、新駅ビルの地下階と地下街とを結

ぶサンクンガーデンを整備するとともに、

バス、タクシー及び一般車乗降場を機能的

に再配置し、歩行者デッキの整備など、公

共交通機関の利用者が安全で快適に乗り

継ぎができるように交通結節点機能の向

上を図る。 

 さらに、南北駅前広場の役割分担を踏ま

えた上で、今後、バス事業の再編計画、北

駅前広場の実施計画及び環状道路網の整

備状況などを見据え、南駅前広場整備計画

策定に取り組んでいく。 

 このように、駅前での新たなにぎわい空

間の創出と、J R 姫路駅、山陽電鉄姫路駅、

大手前通り及び周辺街区等を結ぶ地下及

びデッキレベルの新たなネットワーク形

成により、街なかのにぎわい創出と回遊性

の向上を図るものであり、中心市街地の活

性化に必要な事業である。 

 

社 会 資 本

整 備 総 合

交付金（都

市 再 生 整

備 計 画 事

業） 

H23～H26 

 

 

姫路城周辺観光ループバ

ス事業 

【内容】 

姫路駅を基点としたワ

ンコイン運賃で姫路城

周辺を巡るレトロ調ボ

神 姫 バ

ス㈱ 

姫路城周辺観光ループバスは、姫路駅と

姫路城周辺の主要観光施設間の移動を容

易にするものであり、観光客の手軽な交通

手段として乗車人員が順調に増加してい

る。 

そこで、車両を更新し、バリアフリー対

応（車椅子乗車可能）の新型車両を導入す 

中 心 市 街

地 活 性 化

ソ フ ト 事

業 

H18～ 
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ンネットバス「姫路城周

辺観光ループバス」の運

行 

新型車両の導入及び停

留所の外国語対応を行

う。 

・運行日： 

毎日（1 月 1 日から 1 月

3 日除く）※12 月～2 月

は土・日・祝日のみ 

・運行回数： 

平日 16 便 

土日祝 27 便 

・料金： 

大人 100 円 

小人 50 円 

（一日乗車券は大人 300

円、小人 150 円） 

【実施時期】 

H10～ 

H21 新型車両の導入、 

停留所の外国語対応 

 

 

るとともに、停留所を外国語対応（4 ヶ

国語併記）とすることによりさらなる利用

促進を図る本事業は、中心市街地での回遊

性の向上や滞在時間の増加を図るもので

あり、中心市街地の活性化に必要な事業で

ある。 

 

【姫路城周辺観光ループバス運行ルート】 

  

        
【旧型車両】                【新型車両】 

 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する 

事業 

事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の 

内容及び 

実施時期 

その他 

の事項 

ＪＲ山陽本線等連続立体

交差事業（再掲） 

【内容】 

(1)連続立体交差事業 

・JR 山陽本線 

市川右岸～ 

中央南北幹線 4,260m 

・JR 姫新線 

姫路駅取付部  1,333m 

・JR 播但線 

 姫路駅取付部 1,036m 

・貨物・車両基地 

 別所・飾西地区へ移設 

10.7ha 

・山陽電鉄 

延末線～姫路駅 870m 

兵庫県 JR 姫路駅を中心とする地区は、各種交通

機関や商業・業務機能が集中する播磨地域

の交流拠点であり、社会・経済活動の中心

地でもあるが、JR 各線が平面で東西を貫通

し、広大な貨物ヤード跡地等が南北交通の

流れを妨げ、市街地発展の大きな障壁とな

っている。こうした状況を踏まえ、姫路駅

周辺整備の基幹事業として、JR 姫路駅付近

の鉄道高架化を進めることで、踏切の撤去

による安全性の確保、交通渋滞の緩和、騒

音と排気ガス等の軽減による環境負荷の

軽減、南北を結ぶ都市計画道路の大幅な増

加による南北交通の円滑化、JR 姫路駅を中

心とした南北市街地の一体化を図り、さら

に、広大な鉄道施設跡地を活用した新たな

まちづくり計画であるキャスティ２１の

推進や高架下空間の有効利用などを図る

社 会 資 本

整 備 総 合

交付金（道

路事業（街

路））（連続

立 体 交 差

事業） 

S63～H22 

 



 

 113 

(2)連続立体交差事業関連

街路整備事業 

① 交差道路 

・内環状東線 

延長 255m 幅員 30m 

・船場川線 

 延長 538m 幅員 30m  

(2) 関連側道 

・本線高架側道１号線 

延長 582m 幅員 9m  

【実施時期】 

S63～H22 

ものであり、中心市街地の活性化に必要な

事業である。 

キャスティ 21 エントラン

スゾーン整備事業（駅前広

場整備事業）（再掲） 

【内容】 

姫路駅北駅前広場の拡

張整備（サンクンガーデ

ン整備、交通結節点機能

向上（地下街改修、歩行

者デッキ・眺望デッキ

等・情報発信施設・観光

案内情報板等整備） 

他） 

北駅前広場面積：約1.6ha 

【実施時期】 

H18～H26 

姫路市 播磨の中核都市・姫路の玄関口にあたる

エントランスゾーンは、まちの顔として、

姫路への来訪者に第一印象を与える重要

な地区であり、市民も、都心部に来たとい

うときめきと憩いを期待する地区である。 

このため、国内外から多くの人が訪れる

都市の玄関口にふさわしく、高質で利便性

が高く、ゆとりとうるおいにあふれたにぎ

わいのある駅前空間とするため、姫路駅北

駅前広場を現在の 2.5 倍（6,400 ㎡→16,100

㎡）に拡張整備する。人が集い、憩い、ま

た、イベントなどができるにぎわいの空間

として、現在の駅ビル撤去後の地下空間を

活用し、新駅ビルの地下階と地下街とを結

ぶサンクンガーデンを整備するとともに、

バス、タクシー及び一般車乗降場を機能的

に再配置し、歩行者デッキの整備など、公

共交通機関の利用者が安全で快適に乗り

継ぎができるように交通結節点機能の向

上を図る。 

 さらに、南北駅前広場の役割分担を踏ま

えた上で、今後、バス事業の再編計画、北

駅前広場の実施計画及び環状道路網の整

備状況などを見据え、南駅前広場整備計画

策定に取り組んでいく。 

 このように、駅前での新たなにぎわい空

間の創出と、J R 姫路駅、山陽電鉄姫路駅、

大手前通り及び周辺街区等を結ぶ地下及

びデッキレベルの新たなネットワーク形

成により、街なかのにぎわい創出と回遊性

の向上を図るものであり、中心市街地の活

性化に必要な事業である。 

 

社 会 資 本

整 備 総 合

交付金（道

路事業（区

画）） 

H23～H26 

 

 

キャスティ 21 エントラン

スゾーン整備事業（（仮称）

姫路駅西交通広場整備事

姫路市 姫路駅西側からの駅利用者の利便性を

高めるため、姫路駅北駅前広場の西側に隣

接した街区に、一般車乗降場などを設置す

ることによって、北駅前広場の交通機能を

社 会 資 本

整 備 総 合

交付金（道

路事業（区
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業）（再掲） 

【内容】 

姫路駅北駅前広場西側

隣接街区に一般車乗降

場などを設置 

面積：約 0.3ha 

【実施時期】 

H20～H25 

 

補完するとともに、土地の高度利用を図

り、姫路駅西地区の新たなにぎわいを創出

するものである。 

駅利用者の利便性をさらに高めるとと

もに、土地の高度利用によるにぎわいの創

出を図るものであり、中心市街地の活性化

に必要な事業である。 

画）と一体

の 効 果 促

進事業） 

H24～H25 

 

 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の 

内容及び 

実施時期 

その他

の事項 

姫路城大天守保存修理事

業 

【内容】 

・屋根瓦葺直し 

・漆喰塗替え 

・補強工事 

・仮設物工事 

【実施時期】 

H21～H26 

姫路市 世界文化遺産・姫路城の大天守の外壁及

び屋根瓦の補修と耐震性能評価に基づく

構造補強など大規模な保存修理工事を実

施する事業であり、現場は原則公開とし、

文化財の保護、保存修理に対する啓発やＰ

Ｒを行うとともに、姫路城の価値を広くア

ピールするものである。 

本市の最大の観光資源である姫路城を

保全するとともに、修理期間中ならではの

見学、学習機会を創出することで、姫路城

の文化財としての価値や魅力を広く内外

にアピールし、集客力の向上等を図るもの

であり、中心市街地の活性化に必要な事業

である。 

国宝重要

文化財等

保存整備

費補助事

業 

H21～H26 

 

 

 

【見学スペース（素屋根内）】 

【工事用素屋根と資材搬入用足場】 

素屋根 

資材搬入用足場 

大天守 

【素屋根断面図（東側から）】 

見学スペース 

エレベーター 
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（４）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

国以外の支

援措置の内

容及び実施

時期 

その他

の事項 

ソフトウェア業等立地促

進補助事業 

【内容】 

ソフトウェア業等の新

規立地に対する支援 

基本計画期間中に限り、

中心市街地区域におけ

る支援対象の拡大等を

実施する。（H22～） 

【実施時期】 

S63～ 

姫路市 ソフトウェア業等の立地を促進するた

め、これらの新規立地に対し支援を行う本

事業は、基本計画期間中に限り、中心市街

地内の商業地域及び近隣商業地域におい

て、支援対象を拡大し、従来の情報サービ

ス業に加え、インターネット附随サービス

業等も対象とし、また、支援対象となる条

件を緩和することとしている。 

本事業は中心市街地における業務機能

の集積を図るものであり、活性化に必要な

事業である。 

  

ＪＲ姫新線輸送改善事業 

【内容】 

・地上設備工事（高速化に

伴う軌道改良など） 

・新型車両導入：19 両 

・延長：50.9km 

（JR 姫路～上月駅） 

【事業効果】 

・時間短縮 

姫路～上月： 

現行 76 分⇒65 分以内 

姫路～播磨新宮： 

現行 33 分⇒30 分以内 

・バリアフリー 

 新型車両は全てバリア

フリー対応 

【実施時期】 

H18～H21 

西日 本

旅客 鉄

道㈱ 

運行速度が遅いこと、運行本数が少ない

ことなどから利用者数が減少傾向にある

JR 姫新線の姫路～上月駅間において、軌道

改良、新型車輌の導入等による高速運行を

行い、姫路駅との所要時間を短縮し、利便

性を向上することで、公共交通機関の利用

を促進し、中心市街地への来訪者やその滞

在時間の増加を図るものであり、中心市街

地の活性化に必要な事業である。 

 

  

 

     

【旧型車両】                【新型車両】 

 

バス 100 円運賃（ワンコイ

ン運賃）制度 

【内容】 

姫路駅を中心とする概

ね 1㎞圏内にあるバス停

留所区間において、大人

170 円（一部 200 円）を

100 円（子供 50 円）とす

る運賃割引制度の導入 

【実施時期】 

H13～ 

神姫 バ

ス㈱、市

営バス 

利用しやすいバス運賃とすることによ

り、バス輸送による街なかの回遊性の向上

や公共交通機関の一層の利用増進を図る

ものであり、中心市街地の活性化に必要な

事業である。 
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姫路市公共交通バリアフ

リー化促進事業（バス） 

【内容】 

乗合バス事業に供する

低床バスの購入に要す

る費用に対する補助 

・計画期間中（平成 21～26

年度）のノンステップバ

ス購入費助成台数 

大型：33 台, 

大型（ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ）：2 台 

中型：1 台 

【実施時期】 

H6～ 

姫路市 バス車両のバリアフリー化を推進し、高

齢者や障害者等が公共交通を容易に利用

できる環境を整備する本事業は、来街者の

利便性の向上に寄与するものであり、中心

市街地の活性化に必要な事業である。 

  

自転車利用環境整備 

【内容】 

 駐輪場の整備、自転車と

歩行者の分離などの総

合的な対策の実施 

【実施時期】 

H20～Ｈ22 

姫路市 

（駐 輪

場の 整

備に つ

いて は

未定） 

中心市街地における自転車利用促進を

図る本事業は、中心市街地へのアクセスを

安全・容易にし、回遊性を高めるものであ

り、中心市街地の活性化に必要な事業であ

る。 

 

【自転車通行帯の設置】 

  

レンタサイクル事業 

【内容】 

 観光レンタサイクルの

運営 

【実施時期】 

H10～ 

姫路市  観光客にとって手軽に利用でき、観光施

設間のアクセスを容易にする交通手段で

あるレンタサイクルを駅前や城周辺にお

いて運営する本事業は、観光客の利便性を

向上し、回遊性を高めるものであり、中心

市街地の活性化に必要な事業である。 

 

  

「体験型集客イベント～

まちなかあるき～」の実施 

【内容】 

本市の魅力を随所で体

感できるよう市民がお

もてなしの主役になっ

て観光客を案内する。 

【実施時期】 

H20～ 

民間 観光客が歩きながら地域に根付いた歴

史や伝統、文化などに触れ、中心市街地な

どの新たな魅力を発見することができる

本事業は、集客力や回遊性の向上を図るも

のであり、中心市街地の活性化に必要な事

業である。 
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【路上喫煙禁止区域（美化強化区域）】 

観光パスポート事業 

【内容】 

 姫路城をはじめとする

主要な観光施設や文化

施設の入場券をセット

にし、割引券や物販店の

割引特典を付与した割

安な観光パスポート（共

通入場券）の発行・PR 

【実施時期】 

H20～ 

姫路市  観光客の回遊性の向上を図るとともに、

中心市街地周辺店舗の割引特典を付与す

る本事業は、中心市街地での滞在時間の増

大につながるものであり、中心市街地の活

性化に必要な事業である。 

 
【姫路観光パスポート】 

  

外国人向け観光振興事業 

【内容】 

 外国語パンフレットの

作成、外国語による観光

案内、大手前通りでのシ

ョーウインドウを利用

したギャラリーの設置

など 

【実施時期】 

H21～ 

姫路市、 

民間 

増加傾向にある外国人観光客が、分かり

やすく、楽しく回遊できる環境整備を行う

本事業は、中心市街地の集客力向上やにぎ

わいの創出を図るものであり、中心市街地

の活性化に必要な事業である。 

  

木下大サーカスの開催 

【内容】 

 大手前公園でのサーカ

ス公演の開催 

【実施時期】 

H23 
 

民間 中心市街地の商業集積地の北端で姫路

城大手門横に位置する大手前公園におい

て、世界三大サーカスの一つに数えられる

木下大サーカスを長期間（約 3 か月）にわ

たり継続開催する本事業は、姫路城大天守

保存修理期間中における中心市街地への

来街者の減少を食い止め、にぎわいの創出

や回遊性の向上などを図るものであり、中

心市街地の活性化に必要な事業である。 

 

  

「姫路のまちを美しく安

全で快適にする条例」の推

進 

【内容】 

 姫路のまちを美しく安

全で快適にするため、条

例を施行し、姫路城周辺

及び大手前通りでの路

上喫煙（平成 20 年 4 月 1

日～）やごみのポイ捨て

を禁止している。 

【実施時期】 

H20～ 

 

姫路市 国内外から

多くの人々が

訪れる姫路城

周辺や大手

前通りにおい

て、路上喫煙

やごみのポイ

捨てを禁止す

ることで、まち

を 美 し く 保

ち、安全で安

心して快適に

移動・滞在で

きるようにするものであり、観光客等の回遊性

の向上が期待できることから、中心市街地の

活性化に必要な事業である。 
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姫路城と調和した景観の

形成 

【内容】 

 一定の地域における都

市景観の形成を図るこ

とを目的とした市民団

体等を「都市景観形成市

民団体」として認定し、

活動を支援 

【実施時期】 

H9～ 

姫路市 姫路城周辺の地区において、城と調和し

た城下町の歴史的な景観形成を図ること

で中心市街地の集客力や回遊性の向上に

つなげるものであり、中心市街地の活性化

に必要な事業である。 
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■中心市街地の活性化イメージ 
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◇ ４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所 

 


